
 

国立大学法人島根大学役員会（臨時）＜議事要録＞ 

 

日 時   平成２９年３月７日（火） １０：１０ ～ １１：４０ 

場 所   本部棟３階 特別会議室 

出席者 服部学長，秋重理事，荒瀨理事，井川理事，松浦理事，江口理事 

欠席者   藤田理事 

〔陪席：千家監事，総務部長，企画・地域連携推進部長，財務部長，教育・学生

支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕 

 

議題１ 平成２９年度計画について 

 ○ 秋重理事から資料１により平成２９年度計画（案）の文部科学省提出までの日程及び

検討事項について説明があった後，各理事から担当分野の重点的取組みについて説明が

あった。 

 ○ 今後，若干の文言等の修正があることを踏まえたうえで，原案どおり承認された。 

議題２ 機構等の教員人事体制変更に基づく教員採用手続き（案）について 

 ○ 総務部長から資料２により機構等の教員人事体制変更に伴う教員採用手続きの見直し

及び規則の整備について説明され，原案どおり承認された。 

議題３ 島根大学管理学則の一部改正等について 

 ○ 総務部長から資料３～５により機構の見直しによる改正，室の設置による改正及びこ

ころとそだちの相談センター設置による改正の三つの理由に伴い，規則整備を行うこと

について説明があった。 

○ 大学戦略企画室と事務組織上の企画戦略部の名称及びハラスメント対策室と学長特別

補佐（ハラスメント対応担当）の名称について，再度考え方を確認することを前提に，

承認された。 

議題４ 全学委員会の見直しに伴う各規則の改正について 

 ○ 総務部長から資料６により全学委員会の見直しに伴い，機構等に置く運営会議を中心

に各規則に所要の改正を行うことについて説明され，原案どおり承認された。 

議題５ 島根大学管理学則及び学位規則の一部改正について 

○ 総務部長から資料７により人間科学部設置等に伴う教育学部の講座の廃止，共同研究

講座及び共同研究部門の設置に伴い管理学則に所要の改正を行うことについて説明があ

った。 

また，平成２８年４月１日施行の管理学則及び学位規則の一部改正内容について修正

する必要が生じたことから，管理学則及び学位規則に所要の改正を行うことが説明され，

合わせて承認された。 

議題６ 国立大学法人島根大学教育職員の任期に関する規程の一部改正について 

 ○ 総務部長から資料８により各機構の組織再編に伴う名称の変更及び教員の異動に伴う

経過措置について所要の改正を行うことが説明され，原案どおり承認された。 

議題７ 内部留保金使用に係る決算時の取扱い（案）の取止め及び「内部留保金」の取扱い

についての一部改正等について 

 ○ 松浦理事から資料８により年度当初に定めた内部留保金の取扱いについて，文部科学

省の指導を踏まえて所要の改正を行うことが説明された。 

また，内部留保金の予算化が可能となったことから，内部留保金使用に係る決算時の



 

取扱い（案）は不要となったため，取止めることについて説明され，原案どおり承認さ

れた。 

議題８ 予算の補正に係る軽微なものの取扱いについての一部改正について 

 ○ 松浦理事から資料８により予算の補正のうち軽微なものの取扱いについて予算の補正

区分による適用範囲を明確にするため，所要の改正を行うことが説明された。 

○ 今回の改正内容に加えて，冒頭の文書中の「なお，下記によるものについては，役員

会の議を経たものとして学長決裁において処理する。」を「なお，下記によるものにつ

いては，学長決裁において処理する。」に変更することとし，承認された。 

  

 


